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公共事業の使命
すべての公共事業は環境保全を内部
目的としている。公共事業にとって、
No Net Lossは社会的な責務である。

◆公共事業,環境ｱｾｽﾒﾝﾄ、
環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの使命

◆環境ｱｾｽﾒﾝﾄ、環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのあるべきフロー

事業に係る環境保全目標の検討

今後目指すべき
環境計画アセスメント・モニタリング

事業間のアセスメント・モニタリングに関連性を持たせ、情報の共有を図る。
知見の集積により課題を徐々に解決していく。

事前調査の不備→事業実施→試行錯誤でモニタリング事業A
知見の集積で課題を少しでも解決する。

事業C 既存資料の収集→事前調査→事業実施→モニタリング

知見の集積で課題を少しでも解決する。

事業B 既存資料の収集→事前調査→事業実施→モニタリング

知見の集積で課題を少しでも解決する。

今後目指すべき
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事業間のアセスメント・モニタリングに関連性を持たせ、情報の共有を図る。
知見の集積により課題を徐々に解決していく。

事前調査の不備→事業実施→試行錯誤でモニタリング事業A
知見の集積で課題を少しでも解決する。

事業C 既存資料の収集→事前調査→事業実施→モニタリング

知見の集積で課題を少しでも解決する。

事業B 既存資料の収集→事前調査→事業実施→モニタリング

知見の集積で課題を少しでも解決する。

得られた情報・知見の他事業への適用・応用

事業の中で生態系
評価に関する技術
確立，知見集積を
図る必要がある。

さらに，他の環境ア
セスメント，地域の
環境計画検討の基
礎資料を提供でき
るよう関連情報が共
有・利用されること
が望まれる。

環境モニタリング

∥
事業後の環境現況把握の
ための継続的な環境調査

円卓会議、
共通基盤の構
築のための研
究会の運営等
検討する。

行政の責任

合意形成のプロセス

環境保全目標

価値観1 価値観2 価値観3

判断に必要な
科学的知見を
示す。
生態系予測の
不確実性を明
示する。

研究者の責任

環境アセスメントの使命
住民，行政等の多くの主体の意見を踏
まえ，事業計画をより環境に配慮したも
のとすること

環境モニタリング調査計画の策定

長期・広域の環境情報の集積
・課題の整理

環境モニタリング調査の実施

環境保全目標
が達成されて
いると判断される

環境保全
目標が達
成されて
いないと判
断される

予測・評価手法
及び結果が
妥当と判断される

予測・評価
手法及び
結果に課題
が残ると判断
される

調査結果の解析・整理
環境保全目標の達成の可否の判断

予測・評価手法及び結果の妥当性の評価

No Net Loss
社会的な責務

環境保全措置の検討

回避 最小化・低減・代償事業見直し
・中止

現況調査

国土・地方レベルの広域環境保全目標 集積された長期・広域の環境情報

事業影響の定量化・評価

ﾍﾞｰｽｽｹｰﾙ等の設定・評価対象の抽出
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調査結果：環境アセスメント・モニタリングのあるべき姿とは・・・・

まとめ

調査方法

汽水域生態系評価手法の検討に先立っ
て、環境アセスメント・環境モニタリングの
あるべき姿を明確にする。

吉野川河口干潟に橋梁を建設するとする想定で、「必要な環境ア
セスメント・環境モニタリングはどういった内容か？」についてヒアリ
ングを行い、その結果を集約・一般化した。

価値観4 価値観5

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰによる
ﾌﾟﾛｾｽﾃﾞｻﾞｲﾝ

１．公共事業、環境アセスメント・環境モニタリングの区分・あるべき姿を明確にしたが、その一方で
わが国の環境アセスメント・環境モニタリングの多くがあるべき姿から離れている現状にある。
２．あるべき姿の実現に向けては、『事業に係る環境保全目標を合意形成プロセスを通じ作成』も
あわせて行う必要がある。

環境モニタリングの使命
環境保全目標の達成の可否の判断の
ほか、生態系評価に不確実性が内包さ
れていることを鑑み、評価手法の妥当
性を検証すること。

合意形成の方法論は未確立。合意形成プロ
セスにも科学的なアプローチのほか、
順応管理の考え方の導入が必要

環境保全措置・
対策の実施


